
  

           ４ページ                                            １ページ               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紙おむつの支給方法 

配 達 方 式 

お問い 
合わせ 

〒610-0393 京田辺市田辺 80 番地 

京田辺市健康福祉部介護保険課 TEL：0774-64-1373 

京田辺市紙おむつ支給サービス利用の手引き 

【対象者】（①～④のいずれにも該当する方） 

①要支援、要介護認定を受けた者 

 ただし、要支援１・２、要介護１の認定を受けた方は、以下にあてはまる方 

 ・直近の要介護認定における調査項目の排尿・排便が見守り以上 

 ・直近の要介護認定における調査内容に紙おむつの必要性がわかる記載があること。 

 ・直近の要介護認定における主治医意見書において、尿失禁の該当があること 

②介護保険料を滞納していないこと 

③医療機関・介護保険施設に入院・入所していないこと 

④生活保護を受給していないこと 

【支給金額】要支援1から要介護３の認定を受けた方 月額3,000円（年間最大３６，０００円） 

      要介護4から要介護５の認定を受けた方 月額5,000円（年間最大６０，０００円） 

※支給金額は、毎年４月１日時点での要介護度で決定します。 

※年度途中で介護度に変更があっても支給金額の変更はありません。 

※年度の途中で、紙おむつを新規申請される方は、申請時の介護度で決定し、申請月の翌 

月に年度末までの月数を乗じた金額が支給の対象となります。 

※１月あたりの購入金額は上記月額を目安にしております。 

給 付 券 方 式 

〇支給方法 

 原則２か月に１回、申請時に選択した事業者から紙おむつの配達があります。 

 配達先は、申請時に希望された住所に配達を行います。（市内の配達となります。） 

 紙おむつの種類や数量は注文時に配達事業者とご相談ください。 

〇変更が生じた場合 

 紙おむつの種類や数量を変更する場合は、直接事業者に連絡してください。 

 配達先が変更となる場合は、市に変更届出書を提出してください。 

〇注意事項 

※配達方式を選択した方には給付券の交付はありません。 

※給付残額は配達事業所にご確認してください。 

〇配達事業者 

※２ページの配達事業者一覧から選んでください。 

〇支給方法 

 支給決定時に交付する給付券を使用し、店舗販売事業者から紙おむつを購入して 

 ください。 

〇使用方法 

 給付券を店舗販売事業者に渡し、給付券を切り離してもらってください。 

 給付券は切り離し無効となります。 

〇注意事項 

※給付券の再交付は行いませんので大切に保管してください。 

※給付券の有効期間は毎年度3月31日までです。有効期間が過ぎた給付券は使えませ

ん。 

※給付券１枚５００円になります。５００円未満の金額については、給付券を利用す

ることができませんので、端数の金額は現金でお支払いください。 

※給付券は対象商品以外に使用することはできません。 

【手続きの流れ】 

①申請 

市介護保険課に「京田辺市紙おむつ支給サービス利用申請書」を提出してください。 

（毎年申請が必要になります。） 

※支給方法を「配達方式」か「給付券方式」のどちらかを選択してください。 

（４ページの紙おむつの支給方法をご覧ください。） 

②支給決定 

市介護保険課で申請内容や対象要件を審査し、可否の結果をお知らせします。 

※給付券方式を選択した方は、市内の店舗販売事業者で使用できる「給付券」を一緒に同 

 封します。 

※申請時に要介護認定の申請をされている方は要介護認定の結果をもって支給の可否を

決定するため、支給可否の通知が遅くなることがあります。 

③商品の購入 

〇配達方式を選択した方 

 申請時に選択した事業者から紙おむつの配達があります。 

共通事項 
・支給方法を一度決定されると当該年度中の支給方法の変更は出来ませんのでご注意 

 ください。 

・申請後に、医療機関、介護保険施設に入院・入所された場合は、その期間は、支給 

 サービスの対象外となりますので、必ず市介護保険課までご連絡ください。 

・転出や亡くなられた場合、未使用の給付券は使用できませんので速やかに市介護保 

 険課までご返却ください。 

・住所や電話番号に変更があった場合は、必ず市介護保険課にご連絡ください。 

【対象商品】 

紙おむつ（平版タイプ・パンツタイプ・テープ止めタイプ、尿取りパッド）、オムツカバー 
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事業者名 住     所 連絡先 

ドラッグユタカ 

京田辺店 
京田辺市田辺中央３－４－１ ６４－４９６６ 

ドラッグユタカ 

三山木店 
京田辺市三山木中央７－１－４ ６４－０１３９ 

ドラッグユタカ 

松井山手店 
京田辺市山手西２－１－２ ６８－５６００ 

コクミンドラッグ 

近鉄新田辺駅店 

京田辺市河原食田２－３ 
近鉄新田辺駅２Ｆ ６８－１７１８ 

コクミンドラッグ 

フレスト松井山手店 

京田辺市山手中央２－３ 
フレスト松井山手店 北棟(北-B） ６８－１８２２ 

HEIWA ドラッグ 

アル・プラザ京田辺 

京田辺市田辺中央５－２－１ 
アル・プラザ京田辺１階内 ６４－１２００ 

クスリキリン堂  

三山木店 
京田辺市三山木中央５－２－６ ６４－６００９ 

ドラッグストアコスモス 

松井山手店 
京田辺市山手中央３－１ ６４－７７７５ 

ダックス 

京田辺駅前店 
京田辺市田辺中央１－５－１ ９４－６４１７ 

ダックス 

京田辺三山木店 

京田辺市三山木中央４－１０－１
５ ６６－３２５８ 

サンドラッグ 

フォレストモール京田辺店 
京田辺市同志社山手１－１－１ ８５－２８１４ 

カイセイ薬局 

松井ケ丘店 
京田辺市松井ケ丘３－１－８ ６６－４７０５ 

きはら薬局 京田辺市三山木中央１－５－２ ６２－０２２７ 

かわかみ薬局 

大住ケ丘店 
京田辺市大住ケ丘４－６－７ ６６－５９１４ 

たなべゆう薬局 京田辺市河原神谷８－１９ ６８－１６０１ 

事業者名 住所 連絡先 

おむつのナニワ 京田辺市三山木中央９－７－１４ ２７-７１８８ 

たなべゆう薬局 京田辺市河原神谷８－１９ ６８-１６０１ 

三笑堂 宇治営業所 宇治市槇島町吹前５６－１ ２８-３４１０ 

スマイルケア 長岡京市神足麦生１１ ０７５-９５１-２３４０ 

株式会社セレクト 枚方市長尾家具町２－８－９ ０７２-８５１-３３１７ 

株式会社 たまるや 
京都市伏見区久我東町２１０番地 
Ａ－４号 ０７５-９３３-１７８８ 
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※たなべゆう薬局は、配達料が必要となります。 


